
大阪府の環境アセスメント制度 
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環境アセスメント制度の目的  

 

 

 

 

 

 

環境アセスメント制度は、事業者が、環境に影響を及ぼすおそれのある事業の実施に

あたりあらかじめ環境影響評価を行うとともに、事業の実施以後に事後調査を行うこと

により、環境の保全について適正な配慮がなされることを目的とする制度です。  

 このため、住民の参加、知事や市町村長の関与等の手続や調査・予測・評価の方法な

どが条例で定められています。 

 

 

 

 

大阪府では、昭和 59 年に大阪府環境影響評価要綱を制定し、これまで府域の環境保

全に一定の成果をあげてきましたが、大阪府公害対策審議会の答申や大阪府環境基本条

例、大阪府行政手続条例、環境影響評価法の制定などにより、環境アセスメント制度を

より充実させることが求められたことから、平成９年６月から大阪府環境審議会で検討

されてきました。 

 平成 10 年３月に大阪府環境影響評価条例を制定し、平成 11 年６月 12 日からこの制度

を全面実施しています。 

 

 

 

 

①大阪府環境影響評価条例 

  環境アセスメントの手続や対象事業の種類等を定めています。 

 

②大阪府環境影響評価条例施行規則 

  環境アセスメントの手続や対象事業の規模等を定めています。 

 

③環境影響評価及び事後調査に関する技術的な指針（技術指針）  

  事業の実施が環境に及ぼす影響を科学的に調査・予測・評価する方法や事後調査の

方法並びに方法書、準備書、評価書の作成方法などを定めています。 

 

 

 

 

環境アセスメントの対象となる環境項目は、次のとおりです。 

環境影響評価の環境項目 

生 活 環 境 
大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭、
地盤沈下、土壌汚染、日照阻害、電波障害、景観 

自 然 環 境 
気象、地象、水象、陸域生態系、海域生態系、景観、 

人と自然との触れ合いの活動の場 

歴史的・文化的環境 景観、文化財 

環 境 負 荷 廃棄物、発生土、温室効果ガス、オゾン層破壊物質 

気 候 変 動 適 応 等 洪水・内水氾濫、高潮・高波、土砂災害、暑熱、地震、津波 

環境アセスメント制度の制定の経緯  

大阪府環境影響評価条例の構成  

環境アセスメントの対象となる環境項目  

１ 大阪府の環境アセスメント制度 
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事業の種類 大阪府環境影響評価条例 
 環境影響評価法（参考） (注１、２、３) 

第二種事業 第一種事業 

１ 道路    

高速自動車国道等   すべて 

一般国道等 ４車線以上かつ長さ３km 以上 ４車線以上・7.5km～10km ４車線以上・10km以上 

林道 幅員 6.5m 以上かつ長さ 10km 以上 6.5m以上・15km～20km 6.5m以上・20km以上 

２ 河川    

ダム サーチャージ水位面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

  堰 湛水面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

湖沼水位調節施設、放水路 土地改変面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

３ 鉄道    

新幹線鉄道(規格新線含む)   すべて 

鉄道、軌道 長さ３km 以上 7.5km～10km 10km以上 

４ 飛行場    

  飛行場 すべて 滑走路長1,875m～2,500m 2,500m以上 

  ヘリポート すべて   

５ 発電所    

  水力発電所 出力 1.5 万 kW 以上 2.25万kW～３万kW ３万kW以上 

  火力発電所 出力２万 kW 以上  11.25万kW～15万kW 15万kW以上 

  地熱発電所 出力 7,500kW 以上  7,500kW～１万kW １万kW以上 

  原子力発電所   すべて 

    太陽電池発電所  ３万kW～４万kW ４万kW以上 

  風力発電所  3.75万kW～５万kW ５万kW以上 

６ 廃棄物処理施設    

  ごみ焼却施設 焼却能力１日 100t 以上   

  ごみ焼却施設以外のごみ処理施設 処理能力１日 200t 以上   

  し尿処理施設 処理能力１日 100kL 以上   

  産業廃棄物焼却施設 
焼却能力１日 100t以上又は燃焼能力の

合計が重油換算１時間４kL以上 
  

  廃棄物最終処分場 面積 10ha 以上 25ha～30ha 30ha以上 

７ 下水道終末処理場 計画処理人口 10 万人以上    

８ 工場又は事業場 
燃焼能力の合計が重油換算 1時間 4kL以上

又は平均排出水量の合計が1日1万㎥以上 
  

９ 建築物 延べ面積10万㎡以上かつ高さ150m以上   

10 公有水面の埋立て 面積 25ha 超 40ha～50ha 50ha超 

11 土地区画整理事業 面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

12 新住宅市街地開発事業 面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

13 工業団地の造成 面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

14 新都市基盤整備事業 面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

15 流通業務団地造成事業 面積 50ha 以上 75ha～100ha 100ha以上 

16 開発行為 面積 50ha 以上 （75ha～100ha）(注４) （100ha以上）(注４) 

17 採石の事業 面積 20ha 以上   

18 発生土の処分の事業 面積 10ha 以上   

19 その他の事業 

11 から 16 までの項のうちいずれか２以上

のものを複合して開発する事業 

面積の合計が50ha以上 

  

    

○港湾計画 埋立・堀込み面積の合計100ha以上 300ha以上 

(注) 1. 法の第二種事業は、環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業です。法の対象とならなかった場合でも、条例の対象事業であれば、条例に

よる環境アセスメントの手続が行われます。 

2. 法の対象となる事業についても、条例の手続きの一部が適用され、条例と同等の手続きが行われます。  

3. 対象となる事業の詳細は、環境影響評価法施行令、大阪府環境影響評価条例施行規則をご覧下さい。  

4. 「16 開発行為」のうち、環境影響評価法では独立行政法人都市再生機構、及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う事業が対象となります。 

２ 環境アセスメントの対象となる事業 
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３ 手続の流れ 

住民  事業者  知事  審査会  市町村長  

事業計画の作成 

①方法書の作成 

②方法書の縦覧 

③意 見 書 市町村長意見 

審査会意見  

④知事の意見 

⑤環境アセス 

メントの実施 

⑥準備書の作成 

⑦関係地域の決定 

⑧準備書の縦覧 

⑨説明会の開催 

⑩意 見 書 

公    述 ⑪公聴会の開催 

市町村長意見 

審査会意見  

⑫知事の意見 

⑬評価書の作成 

⑭評価書の縦覧 

⑮事業の実施  

⑯事後調査の実施 
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①方法書の作成 事業者は、環境アセスメントを実施する環境項目や方法を記載した

環境影響評価方法書を作成し、知事に提出しなければなりません。 

②方法書の縦覧 

③意 見 書 

④知事の意見 

⑤環境アセス 

メントの実施 

⑥準備書の作成 

⑦関係地域の決定 

⑧準備書の縦覧 

⑨説明会の開催 

⑩意 見 書 

⑪公聴会の開催 

⑫知事の意見 

⑬評価書の作成 

⑭評価書の縦覧 

⑮事業の実施  

⑯事後調査の実施 

知事は、方法書を１月間縦覧します。  

住民は、方法書について事業者又は知事に縦覧期間とその後の２週

間の間に環境保全上の意見を提出することができます。  

知事は、市町村長、審査会、住民の意見や事業者の見解を勘案して

知事の意見を述べます。  

事業者は、技術指針で定めるところにより、環境アセスメント（調

査・予測・評価）を行わなければなりません。  

事業者は、環境アセスメントの結果や環境保全のための措置等を記載

した環境影響評価準備書を作成し、知事に提出しなければなりません。 

知事は、準備書の提出日から３０日以内に、環境影響を受けると認

められる地域を決定します。  

知事は、準備書を１月間縦覧します。  

事業者は、縦覧期間内に準備書の内容について説明会を開催しなけ

ればなりません。  

住民は、準備書について事業者又は知事に縦覧期間とその後の２週

間の間に環境保全上の意見を提出することができます。  

知事は、準備書について住民の環境保全上の意見を聴くため、公聴

会を開催します。  

知事は、市町村長、審査会、住民の意見（意見書、公聴会）や事業

者の見解を勘案して知事の意見を述べます。  

事業者は、知事の意見を勘案して、準備書の内容に検討を加えて環

境影響評価書を作成し、知事に提出しなければなりません。  

知事は、評価書を１月間縦覧します。  

事業者は、知事が評価書の公示を行った後、環境の保全に配慮して

事業を実施することができます。  

事業者は、事後調査計画書を作成し、これに基づき事後調査を行い、そ

の結果を記載した事後調査報告書を知事に提出しなければなりません。 
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事業の実施により、環境の状

況がどのように変化するかを

予測します。予測には、コン

ピューター等で数値計算する

方法、模型を使って実験する

方法、既存の事例から推定す

る方法等が用いられます。 

 

 

 

予測された環境の状況が、生活

環境、自然環境、歴史的・文化

的環境、環境負荷の面において

支障を及ぼすものでないこと

を評価の指針にしたがって確

認し評価します。評価の結果、

必要がある場合には、環境保全

対策について検討を行い、再度

予測・評価を行います。 

４ 調査・予測・評価・事後調査 

事業を実施する地域の周辺の

環境（大気、水質、生態系等）

の状況や、予測、評価を行う

ために必要となる自然条件

（気象等）や社会条件（交通、

土地利用等）に関する情報を

調査します。その方法は、現

地調査や既存資料の収集等に

よります。 

 

対象事業の実施が環境に及ぼ

す影響を把握するために事後

調査を行います。結果は、知

事に報告され、知事は事業者

に環境の保全について必要な

措置を求めることができま

す。 

 

 

調  査  

予  測  

評  価  

事  後  調  査  

https://3.bp.blogspot.com/-er3jCTwoyRQ/Ws2vAKjSrEI/AAAAAAABLSw/1Or--l9ujL4eU-6IKyEilK59LT27zLRlgCLcBGAs/s800/kaigi_shinken_business_people.png
https://1.bp.blogspot.com/-MTFj_Gg4Cys/WI1zKkWMaII/AAAAAAABBW8/TCt5uTdjg_gtv4SWCOPN7BwRp3V5o-GQACLcB/s800/computer_side_man.png
https://2.bp.blogspot.com/-C0-bNOSO04k/Vt_t35XRhXI/AAAAAAAA4pw/yc-91R35bQw/s800/counter_traffic_man.png
https://3.bp.blogspot.com/-1fge2xcPofs/U5l6IHvOzGI/AAAAAAAAhZI/vHNL1oW9U9U/s800/torinosu_egg.png
https://3.bp.blogspot.com/-3rAW8b7zc4Q/VpufuHV-gTI/AAAAAAAA3J0/NcL-GXgj1_w/s1600/bg_kawara.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-O1STjkXIL9o/VoX5DpmmdzI/AAAAAAAA2Rw/FL3HAfYXtXI/s800/car_kousokudouro.png
https://3.bp.blogspot.com/-sO4-TTFwx6U/Wn1Z0efOCRI/AAAAAAABKPg/lI-UeNdog0cw8D3_5IP7r_BCnnX_ukrSgCLcBGAs/s800/kouji_genba_building.png
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条例では、情報公開と住民参加に関する手続を設けています。住民の皆様の生活経験

に基づいた環境保全上の情報や知識を環境アセスメントに反映させるため、積極的な御

参加と御協力をお願いします。 

 なお、パソコン等でも住民参加の手続きができますので、ご利用ください。 

 

①縦覧                                     

方法書、準備書、評価書は、大阪府の庁舎、事業者の事務所、関係市町村などで１月

間縦覧され、誰でも見る（コピーサービスがある縦覧場所では、コピーも可能）ことが

できます。 

 また、大阪府のホームページでも一定の期間、見ることができます。（次ページ参照） 

 

②方法書と準備書についての意見書の提出                     

 方法書と準備書について環境保全上の意見のある 

人は誰でも事業者又は知事に意見書を持参又は郵送 

により提出することができます。 

 なお、大阪府電子申請システムを用いても、 

意見書を提出することができます。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/assess/denshishinsei.html 

 

 

 また、知事は、意見書の概要とその意見についての事業者の見解を公開します。  

 

 

③説明会と公聴会への参加                            

 説明会は、事業者が直接住民の皆様に準備書の内容を 

説明し、理解を深めていただくために開催するものです。 

準備書の内容に疑問があれば事業者に質問をし、確かめ 

ることができます。 

 公聴会は、知事が直接住民の皆様から準備書の内容に 

ついて環境保全上の意見を聴くために開催するものです。 

知事は意見を述べたい人を募集します。また、公聴会の 

会場には傍聴席も設けます。 

 知事は、説明会の結果の概要、公聴会で発表された意 

見とその意見についての事業者の見解を公開します。 

 

 

④その他の情報公開                               

 知事は、事後調査の計画書や調査結果報告書などについても公開します。大阪府の庁

舎のほか、大阪府のホームページでも一定の期間、見ることができます。 

 

環   境   影   響   評   価   審   査   会  

 

学識経験者により構成され、科学的・客観的な立場から方法書、準備書等について環

境保全上の見地からの審査を行い、知事に意見を述べる機関です。審査会は、公開して

います。 

５ 情報公開と住民参加 

大阪府 アセス電子申請 検索 

https://4.bp.blogspot.com/-uCPGW1waS-c/VRUSRokxC-I/AAAAAAAAso4/u3R7IwChhlo/s800/speech_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-5MdhzkSVta4/WxdumCzkkmI/AAAAAAABMfk/IBjNjN1Mv3ITuCvOPI0I86kps16plYhcQCLcBGAs/s800/presentation_slide_simple.png
https://2.bp.blogspot.com/-dh9qh0JZ2Zc/U00KGPEhyII/AAAAAAAAfOE/DFaN4VQDi_c/s800/isyo_obaasan.png
https://1.bp.blogspot.com/-Iv3bczeEefY/WxvJvlRTqEI/AAAAAAABMjc/9Rw8cVYk4B8P8_bcvXoA6gpLuByjtsPdQCLcBGAs/s800/computer_school_boy.png
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●大阪府のホームページでは、大阪府環境影響評価条例や個別の対象事業に関する情報

（方法書、準備書などの縦覧の期間や場所、説明会や公聴会の開催日時や場所、知事意

見と事業者見解など）を提供しています。 

 

●https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/assess/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府環境アセスメントホームページ  

このパンフレットは大阪府の環境アセスメント制度の概要を解説したものです。  

詳細については大阪府環境影響評価条例等を御覧ください。 

環境農林水産部環境管理室環境保全課  

〒 559-8555大阪市住之江区南港北 1-14-16大阪府咲洲庁舎 21階 

電話 06(6210)9580 / ファクシミリ 06(6210)9575 

メールアドレス kankyokanri-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp 

大阪府 アセス 検索 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1532572862/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5uZXNvdXAuY29tL21hdGVyaWFsMV82Mi5odG1s/RS=%5eADBdaG3jkItLiQn_2D8J8SqVN8aGN0-;_ylt=A2RCD1A.41dbnC4AGBWU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy

